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第 7 回 西蒲区自治協議会 議事概要 

                       日時：令和 4 年 10 月 25 日（火） 

                          午後 1 時 30 分～午後 2 時 10 分 

                       場所：巻地区公民館 3 階 小ホール  

事務局 

（金子補佐） 

 皆さまご苦労さまです。定刻となりましたので、ただ今から令和 4 年度

第 7 回西蒲区自治協議会を開催します。 

 最初にこのたび 10 月 1 日付けの人事異動で、地域総務課長が新たに着任

しましたので、一言ごあいさつ申し上げます。 

（高橋地域総務課長）  皆さまお疲れさまです。10 月 1 日付けで、地域総務課長に就任しました、

高橋と申します。よろしくお願いします。 

 前職は本庁の会計課長をしていましたが、10 月から西蒲区役所に着任さ

せていただきましたので、よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

事務局 

（金子補佐） 

 ありがとうございました。続いて資料の確認を行います。 

 本日机上に、西蒲区自治協議会通信「じちきょう」第 17 号、資料 2-1 か

ら資料 2-4 まで、総合計画審議会答申書、新潟市議会議会報告会の開催につ

いて、新潟オーガニックフェスタのチラシを机上配付していますのでご確

認お願いします。 

 それではこれ以降の会議については、新潟市区自治協議会条例第 9 条の

規定により、長井会長から議長として進行をお願いします。 

議長 

（長井会長） 

 皆さま、お疲れ様です。一段と寒くなってきたようです。お忙しいと思い 

ますが、皆さま、ご協力お願いします。 

 それでは、ここからは私のほうで議事を進行させていただきます。 

初めに本日の委員の出席状況と傍聴者について、事務局から報告をお願

いします。 

事務局 

（金子補佐） 

 それでは委員の出席状況について報告します。委員 30 名のうち、本日の

出席者は 22 名であり、過半数の出席を確認しています。したがいまして、

新潟市区自治協議会条例第 9 条の会議の運営規定を満たしていますことを

報告申し上げます。 

 また、傍聴者ならびに報道等の来場はありませんが、議事録等作成のた

め、写真撮影ならびに録音をさせていただきますのでご了承願います。 

議長 

（長井会長）  

 ありがとうございました。それでは議事に入ります。議事（1）「各部会の

状況について」です。各部会の状況について、まずは総務部会より報告をお

願いします。 

（黒川委員）  総務部会から報告します。 

まずは先日、10 月 10 日に総務部会で開催した「ぐる～んとつながれ西

蒲 9 コミ協～大運動会 in 城山～」と銘打った運動会イベントについて、無

事終了することができました。 
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 自治協議会委員の皆さまからもイベントにご協力やご参加いただいたこ

と、大変ありがとうございました。当日はあいにくの雨模様で、申し込みよ

りも 20 名ほどの欠席者が出ましたが、3 歳から 82 歳まで 140 数名の皆さ

まから集まっていただいて、城山屋内コートで楽しく交流できました。 

 それでは報告をします。 

先月開催した、第 7 回総務部会では、「区ビジョンまちづくり計画」に関

する意見聴取の流れについて事務局から説明があったほか、10 月 10 日開

催のイベントに向けて参加者のとりまとめや、準備運営の流れについて確

認を行いました。 

 また、臨時部会として開催した、10 月 9 日第 8 回総務部会では、イベン

ト当日の天気が芳しくなかったことから、屋内実施の判断と対応の変更に

ついて協議し、10 月 10 日第 9 回部会では、イベント運営の振り返りを行

いました。詳細については、会議の内容がお手元にあると思いますので、ご

覧ください。 

 次回以降の部会では提案事業の評価を行いたいと思います。 

総務部会の報告は以上です。 

議長 

（長井会長）  

 ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

 次に保健福祉部会より報告をお願いします。 

（穂苅委員）  保健福祉部会から報告します。 

最初に 10 月 1 日に、保健福祉部会で開催した「医学博士加藤俊徳氏講演

会」について、無事に終了することができました。 

 当日は 580 人の方が来場しました。 

来場者アンケートで、約 96 パーセントの方から「良かった」以上の評価

をいただきました。また、来場者の声で「認知症予防が分かった」や「講演

会で学んだことを実践したい」、「これからの生活スタイルのヒントを得た」

などの声をいただきました。 

 委員の皆さまからも、講演会にご協力やご参加いただき、ありがとうござ

いました。 

それでは報告します。 

 先月開催した第 7 回保健福祉部会では、「区ビジョンまちづくり計画」に

関する意見聴取の流れについて事務局から説明があったほか、10 月 1 日の

講演会開催に向けて当日運営の流れについて確認を行いました。 

 また、臨時部会として開催した、10 月 1 日の第 8 回保健福祉部会では、

講演会運営の振り返りを行いました。 

 次回以降の部会では提案事業の評価を行いたいと思います。 

保健福祉部会の報告は以上です。 
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議長 

（長井会長）  

 ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

 次にまちづくり・産業部会より報告をお願いします。 

（堀委員）  まちづくり・産業部会から報告します。 

先月の部会では、他の部会と同様に、「区ビジョンまちづくり計画」につ

いての意見聴取の流れについて事務局から説明があったほか、引き続き、提

案事業については協議を進めました。主に 10 月以降の撮影候補や、オープ

ニングで使用する追加の撮影候補について協議し、協議の結果、「樋曽山隧

道」と「夕日」を追加の撮影候補とすることに決定しました。 

 総務部会と保健福祉部会の提案事業もご盛況でしたので、まちづくり・産

業部会も引き続き頑張っていきたいと思います。 

まちづくり・産業部会の報告は以上です。 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

 次に広報部会より報告をお願いします。 

（大橋委員）   広報部会から報告します。10 月 17 日に開催された部会では、各ページ

の記事について、事務局から説明がありました。 

各記事を確認し、各文言・レイアウトを修正し、本日机上にて配布させて

いただいたとおりの紙面が完成しました。 

報告は以上で終了しますが、ここで広報部会から自治協委員の皆さまへ

紙面内容の確認についてお願いしたいと思います。 

 それでは「じちきょう」第 17 号をご覧ください。 

発行日は当初の予定どおり、令和 4 年 11 月 15 日です。 

 第 1 面一つ目は、10 月 1 日に保健福祉部会で開催した、加藤俊徳先生の

講演会の取材記事です。当日、先生からお話のありました「認知症を食い止

める実践」や「受講者の声」を掲載しました。 

 第 1 面二つ目は、まちづくり・産業部会の提案事業である「西蒲区魅力

動画配信」に関する記事です。現在、ドローンを活用した動画作成中という

記事になっています。 

 第 1 面三つ目は、にしかんトピックということで、鈴木西蒲区長が「に

しかんなないろ野菜テーマソング」をなないろの日である 7 月 16 日に披露

したという取材記事になっています。テーマソングの歌詞を掲載しました。 

 第 1 面四つ目は、編集後記となっています。 

 裏面をご覧ください。第 2 面については、10 月 10 日に開催した「ぐる

～んとつながれ西蒲９コミ協～大運動会 in 城山～」の取材記事です。運動
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会の内容ごとに、当時の楽しい様子や、一生懸命プレーしている様子を写真

で掲載しました。 

 紙面の説明は以上です。 

委員の皆さまには後ほど、紙面をお読みいただき、誤字・脱字等何かお気

づきの点がありましたら、10 月 27 日正午までに広報部会または事務局ま

でご連絡をお願いします。 

広報部会からの報告は以上です。 

議長 

（長井会長) 

ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（畠山委員）   よろしいでしょうか。 

議長 

（長井会長） 

 畠山委員お願いします。 

（畠山委員）   1 面に、にしかんなないろ野菜のテーマソングが載っています。作詞・作

曲は鈴木区長です、CD を出す予定はありますでしょうか。 

 3 週間程前、西川時代激まつりがあった時に、初めて代官さまに鈴木区長

さまがおやりになって、終わったあとは今までですと演歌の専門家を呼ん

で来ましたが、それなんか問題にならないような素晴らしい美声で振り付

けをしていました。 

 にしかんなないろ野菜はさっぱり浸透してない。こういう機会に、この作

詞を見ましたら私もなないろ野菜を食べたいなと思いますので、ぜひCDに

し、一度聞かせてください。以上です。 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

 区長お願いします。 

（鈴木西蒲区長）  ありがとうございます。冷や汗をかいてしまいましたけれども。まだ CD

化の予定はありませんが、いつでも生歌で、どこでも歌えるように準備はし

ておりますので、ぜひご活用いただけると、引き続きでよろしくお願いしま

す。今のところ CD 化はないです。よろしくお願いします。 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

 そのほかご意見やご質問ありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

ありがとうございました。それでは、議事（１）を終了します。 

 続いて議事（2）「次期区自治協議会委員の改選について」です。 

土田委員推薦会議座長から説明をお願いします。 

（土田委員）  よろしくお願いします。10 月 21 日に開催された委員推薦会議について

説明します。 

 委員推薦会議では、委員改選のスケジュール、委員構成、公募委員につい

ての 3 つについて協議しました。 

 初めに、資料 2-1「委員改選スケジュール」をご覧ください。推薦会議・

全体会・事務局の動向を示したものです。 
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 本日、委員構成案を承認いただきますと、各団体へ推薦依頼、個人委員へ

の推薦承諾依頼をするとともに、12 月中に公募委員の募集を開催する予定

です。 

 また、1 月下旬頃に、第 2 回委員推薦会議を開催し、公募委員の選考を行

い、内定者を決定する予定です。 

 次に資料 2-2「次期委員の構成」をご覧ください。資料に記載のとおりの

委員構成を設定させていただきました。 

 基本は、これまでのとおりの委員構成としていますが、3 号委員の GGAP 

の肩書きを「まちづくり関係者」の肩書に変更しています。 

 次期西蒲区区ビジョンの中で「地域活動の活性化と協働の推進」および、

新たに追加された項目「移住・交流などの推進」に基づき、人口流出を抑制

し、人口流入を促進するために、まちづくり観点からのご意見をいただきた

いと考えています。 

 その他、公募委員の人数について意見交換を行いました。 

公募委員を 1 名増加してもいいのではではないかとの意見もありました

が、公募委員を 1 名増やすことは別の枠を減らさなければならないので現

行のままでもよいのではないかとの意見もありました。 

 最終的には、昨年度公募を 1 名増やした経緯もあることから、今回の公

募委員の申し込み状況を鑑みて、第 9 期に委員構成を検討する際に参考に

すればいいとのことで、現行通り公募委員は 2 名ということでまとまりま

した。 

 以上が推薦会議による委員構成の案となります。 

なお、幅広い世代からご参画いただきたいことから、若手、女性委員候補

者の推薦をお願いするとともに、可能な限り会議にご参加いただける方か

らの推薦をお願いする予定です。 

 次に資料 2-3「委員の公募について」をご覧ください。こちらを基に、委

員の公募を行っていく予定です。 

「募集人数」については先の説明のとおり 2 名とします。 

また、「応募資格」についてはご覧のとおりですが、「応募方法」について、

今回の小論文のテーマは「地域への私の思い」とさせていただきました。 

 「応募締切」は 1 月 11 日、水曜日の正午必着としています。 

 募集にあたりましては、区だよりの 12 月 4 日号に募集記事を掲載するほ

か、ホームページや区役所・出張所・公民館・図書館など、多くの場所に掲

示する予定としています。 

 仮に応募者が募集定員に満たなかった場合には、欠員とし、次年度の推薦

会議について検討してもらうこととします。 

 資料 2-4「公募に関する要領」になりますので参考にご覧ください。 

以上が、推薦会議で検討し、まとめた内容となります。 

 説明は以上になりますが、本日は資料 2-2 に記載の委員構成で進めてよ

ろしいか、皆さまからのご意見をよろしくお願いします。 
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議長 

（長井会長） 

ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（原委員）  よろしいでしょうか。 

議長 

（長井会長） 

 原委員、お願いします。 

（原委員）  学生枠の原と申します。私は大学院の 1 年生で昨年までは 4 年生でした。

学生もここに今年入るとなっていますが、最近はオンライン授業がなくな

り、対面授業がほとんどになってきました。学校は、対面授業になってき

て、そうなると、平日の時間帯に出席できる学生がどれぐらいいるのかと言

うと、先ほど「多様な年代・若い方」とおっしゃっていましたが、皆さまの

お仕事の関係もあると思いますが、平日の昼間がいいのか、それとも、もう

少し夕方や、他の区の自治協などは、けっこう夜間にやっていたことがあっ

た気がします。 

 そのため、学生に関して私も毎回出ることができたわけではないですし、

どのように募集するか、おそらく大学にも声がけをすると思いますが、平日

の昼間に月に 1 回出ることができる人は、かなり条件をつけて出さなけれ

ばいけないと思いますし、若い方を入れるなら、もう少し開催時間を考えて

もいいのかなと思いました。 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。ただ今の件ですが、今、原委員さんおっしゃっ

たように、他の区では夕方や、夜に行うなど、そういうところもあります。 

 例えば子どもがいるため、日にちを変更してくれなど、そのような場合も

あります。皆さまで、そのあたりをつめながら、新しい期の方々に入る前

に、もし、この次の時にいろいろご意見ありましたらまとめて、今後の運営

の中に生かしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 確かにこれは難しい話と思いますが、検討しながら来期に生かす、事務局

でまた、資料をそろえていただいて検討させていただきたいと思います。 

 ただ今の件については、「新潟市区自治協議会条例施行規則第 3条第 4項」

にて「区自治協議会は、推薦会議の選考結果を尊重し、議決により、委員候

補者を決定するもの」と定められております。 

 いろいろなご意見もあるかと思いますが、そういうような規定もありま

すので、規定があるから意見を言えないではありませんが、構成について、

枠が決まりましたし、委員を選ぶ際に、先ほども座長がおっしゃっています

ように、女性枠やこういう人に出ていただきたいなど、そういう場合には、

また、行政の指導の中で決めていっていただければなと思います。 

議長 

（長井会長） 

 それでは議事（2）を終了します。ありがとうございました。 

（土田委員）  ありがとうございました。 

議長  それでは報告に入ります。報告（1）「新潟市総合計画審議会について」で
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（長井会長） す。 

私の方から「新潟市総合計画審議会」について報告します。資料 3 をご

覧ください。 

総合計画審議会は、新潟市附属機関設置条例に基づき、総合計画策定の際

に設置されるもので、市の諮問に応じ、総合計画の素案を審議、答申する機

関です。 

 全体会のほか、分野ごとに 4 つの部会に分かれ、「市民活動」「文化・スポ

ーツ」「持続可能な行財政運営」などを所管する部会に出席しました。 

 主に部会の中で次期総合計画素案についての審議を行い、私は地域代表

としての立ち位置で出席していましたので、「コミュニティ協議会などの地

域団体のあり方」や、「年齢や居住地に関わらず、誰もがスポーツを楽しめ

る環境づくり」、「デジタル化の高齢者への対応」などについて意見を申し上

げました。 

 それらの意見も含めた各部会での意見を取りまとめた答申案について、

先日の 9 月 29 日に開催された全体会議で審議し、10 月 4 日に審議会の牛

木会長から市長に答申を提出しました。 

 今後、議会の議決を経たうえで、来年 4 月から施行される予定です。 

 総合計画は新潟市の最重要計画です。計画を立てて終わりではなく、目標

に向かって事業を展開し、新潟市の明るい将来につなげるよう取り組んで

もらいたいと思います。 

 私からの報告は以上ですが、ご質問やご意見はありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

それでは報告（1）を終了します。 

 続いて報告（2）「令和 4 年度西蒲区自治協議会委員研修について」です。

地域総務課長から説明をお願いします。 

（高橋地域総務課長）  それでは報告（2）西蒲区自治協議会委員研修について説明します。資料

4 をご覧ください。 

昨年度 6 月の調整部会で地域おこし協力隊について協議いただき、さら

なる見識を深めるべきとのご意見をいただきましたので、地域おこし協力

隊を題材とした自治協議会委員研修を開催します。 

 本来であれば、2 月に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症

の影響により延期していました。 

 目的としては記載のとおりです。地域おこし協力隊について理解を深め

るとともに、自らの地域の魅力・課題について改めて再認識し、今後の地域

における活動につながればと考えています。 

 講師は、元力士で元地域おこし協力隊の臥
が

牛山
ぎゅうさん

朝
とも

猛
たけ

さんです。 

 開催日は 11 月 24 日の次回自治協議会本会議の前に実施したいと思いま

す。 

説明は以上になります。 

議長 ありがとうございました。 
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（長井会長） ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 それでは、報告（２）を終了します。 

次に、その他ですが、地域総務課より発言があるとのことですのでお願い

します。 

（金子補佐）  資料はありませんが、西区で実証実験を検討しています「登下校見守りに

おける IoT の民間活用」について情報共有します。 

 現状マンパワー主体による見守り活動に加え、スマホアプリの接触機能

など新しいテクノロジーを組み合わせた見守り体制について、西区で検討

を進めているところです。 

 今後、無償で実施できる民間サービス事業者を募集し、提案内容を協議、

実施場所を含め条件が合えば、事業者が主体となって、実証実験に向けて動

き出すとのことですので、進展しましたら再度情報提供させていただきま

す。 

説明は以上です。 

議長 

（長井会長） 

ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（各委員） （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

続いて原委員から発言があるとのことですのでお願いします。 

（原委員）  皆さまに配付しましたおいしそうなお野菜が描いてあるチラシをご覧く

ださい。 

11 月に第 5 回新潟オーガニックフェスタを開催します。第 1 回はアグリ

パーク、2 回目から 4 回目は長岡会場のみでしたが、今年は新潟会場・上越

開場・長岡会場の 3 会場で開催が決定しました。 

 皆さまにお配りしたのは新潟会場のチラシです。裏面になりますが、イベ

ントなどもあります。有機農業にかかるリレートークや映画の鑑賞会、ま

た、クーポンで少しお得にお野菜が買えるものがあり、クイズもあります。

きっと楽しい会ですのでぜひご来場ください。 

 西蒲区の方も 1 事業者、1 農家参加されます。 

 私は長岡会場担当ですので、長岡会場はまた別にニューオータニの方の

有機食材、有機野菜の玉ねぎの皮など、そういうものを使用したポトフを作

ったり、お野菜のプレゼント会をしたり、リレートークもありますので、ぜ

ひご来場ください。 

 もう 1 つ、「全国オーガニック給食フォーラム」というものがあります。

急ですが、明日の 2 時から 6 時 20 分まで、全国ですので基本、関東で行う

のですが、熱心な方がビッグスワンでもみんなで見る会とか行っていたり、

オンラインで見ることができるそうです。 

 新潟県からは五泉市の市長が参加されるそうです。新潟市もこれからき
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っと有機のほうに傾いていくのではないかなと思います。 

 すでに韓国やフランスでは学校給食が小・中学校まで無償で、有機で行っ

ているそうです。 

 新潟県はほかの県に比べて、お米が多いというのもあり、野菜の有機農業

が広がっていないというのが現状ですので、皆さま、これを機に興味を持っ

ていただけたらとてもうれしいです。以上です。 

議長 

（長井会長） 

ありがとうございました。 

ただ今の件についてご意見やご質問ありますでしょうか。 

（原委員）  なんでも大丈夫です。 

議長 

（長井会長） 

 ありませんでしょうか。 

ありがとうございました。 

議長 

（長井会長） 

 そのほか何か発言ありますでしょうか。ほかにないようでしたら本日の

議事はすべて終了しましたので、進行を事務局にお渡ししたいと思います。

よろしくお願いします。 

事務局 

（金子補佐） 

 ありがとうございました。最後に事務局から 2 点連絡します。1 点目は次

回の区自治協議会についてです。次回の自治協議会は 11 月 24 日木曜日の

午後から巻地区公民館で開催予定ですが、先ほど説明したとおり、本会議前

に委員研修を開催しますので、併せてご出席願います。 

 なお、後日改めて案内文章を送付させていただきます。 

 2 点目はこのあと開催の各常任部会の会場ですが、総務部会は 2 階の実

習室、保健福祉部会は 2 階の研修室、まちづくり・産業部会は 3 階の視聴

覚室となります。 

 開催時間については 2 時 20 分を予定していますので、それまでにご移動

ください。 

 以上をもちまして令和 4 年度第 7 回西蒲区自治協議会を終了します。お

疲れさまでした。 

 


